
第

二

千

五

百

二

十

四

号

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

九
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
区
域
の
指

定

(

廃
棄
物
対
策
課)

九
一

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

九
二

○
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

九
二

○
平
成
二
十
五
年
度
産
林
業
用
配
付
種
苗
の
種
類
、
予
定
数
量
、
価
格

等

(
森
林
整
備
課)

九
二

公

示

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

高
齢
福
祉
課)

九
三

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

九
三

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

同

)
九
三

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)
九
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

九
四

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
整
備
課)

九
五

○
基
本
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

九
五

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

九
五

正

誤

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
中
訂
正

(

人

事

課)

九
五

規

則

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
号

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢､

共
同
生
活
介
護
(ケ
ア
ホ
ー
ム
)
｣

を
削
り
、｢平

成
年
｣

を｢

年
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規

則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
十
六
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日



映
画

種
類

一
―
八
四

一
―
八
三

指
定
番
号鉄

格
子
の
女
私
を
苛
め
な
い
で

新
人
女
子
社
員
淫
乱
秘
検
診

題
名

等

郡
上
市
大
和
町
古
道
字
馬
坂
五
四
五
番
八
、
五
四
五

番
一
三
の
一
部

郡
上
市
八
幡
町
西
乙
原
字
下
戸
具
曽
一
五
九
八
番
一

の
一
部

所
在
地

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第

三
百
号)

第
十
三
条
の
二

第
一
号
に
掲
げ
る
埋
立
地

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省

令
第
三
十
五
号)

第
十
二

条
の
三
十
一
第
二
号
に
掲

げ
る
埋
立
地

埋
立
地
の
区
分

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

金

額

区

分

華
魂

恥
ず
か
し
い
人
妻
濡
れ
ま
く
る
昼
下
が
り

お
天
気
キ
ャ
ス
タ
ー
晴
れ
の
ち
濡
れ
て

四
二
〇
円

大

人

(

十
二
歳
以
上
の
者)

一
五
〇
円

中

人

(

六
歳
以
上
十
二
歳
未

満
の
者)

七
〇
円

小

人

(

六
歳
未
満
の
者)

渋
谷
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

オ
ー
ピ
ー
映
画

七
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

廃
止
済
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
係
る
指
定
区
域

岐
阜
県
告
示
第
四
十
七
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
26年
２
月
25日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
四
十
八
号

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令(

昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
六
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

な
お
、
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
二

十
七
号)

は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

公
衆
浴
場
の
入
浴
料
金
の
統
制
額

二

こ
の
統
制
額
は
、
温
泉
そ
の
他
知
事
が
特
殊
な
も
の
と
認
め
た
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。

岐
阜
県
告
示
第
四
十
九
号

県
が
生
産
し
た
平
成
二
十
五
年
度
産
林
業
用
配
付
種
苗
の
種
類
、
予
定
数
量
、
価
格
等
を
次
の
と
お
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合
同
会
社

寺

田
屋

合
同
会
社

寺

田
屋

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

育
種
種
子

同同同 種

類

す
ぎ

ひ
の
き

あ
か
ま
つ

く
ろ
ま
つ

樹

種

合
同
会
社

寺

田
屋

合
同
会
社

寺

田
屋

事
業
所
の
名
称

三
・
七
〇
〇

一
八
・
五
〇
〇

一
・
〇
五
〇

〇
・
五
〇
〇

予
定
数
量(

キ
ロ
グ
ラ
ム)

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

高
科
五
二
七
―
一

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

高
科
五
二
七
―
一

事

業

所

の

所

在

地

一
二
、
四
二
二

同同同

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
価
格(

円)

福
祉
用
具

貸
与

特
定
福
祉

用
具
販
売

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・

一
・

一

平
成

二
六
・

一
・

一

指

定

年
月
日

合
同
会
社

寺

田
屋

合
同
会
社

寺

田
屋

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

有
限
会
社
オ
フ

ィ
ス
ア
ン
ド

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

合
同
会
社

寺

田
屋

合
同
会
社

寺

田
屋

事
業
所
の
名
称

オ
フ
ィ
ス
ア
ン

ド

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

高
科
五
二
七
―
一

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

高
科
五
二
七
―
一

事

業

所

の

所

在

地

岐
阜
県
羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内

四
丁
目
三
九
番
地

事

業

所

の

所

在

地

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・

一
・

一

平
成

二
六
・

一
・

一

指

定

年
月
日

平
成

二
六
・

一
・
三
一

廃

止

年
月
日

り
定
め
た
の
で
、
林
業
用
種
苗
配
付
規
則(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
六
号)

第
三
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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有
限
会
社
オ
フ

ィ
ス
ア
ン
ド

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

オ
フ
ィ
ス
ア
ン

ド

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内

四
丁
目
三
九
番
地

事

業

所

の

所

在

地

介
護
予
防

訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・

一
・
三
一

廃

止

年
月
日

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
流
通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
ン
キ
ー
可
児
店

可
児
市
坂
戸
字
八
幡
前
八
〇
六
番
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

ゲ
ン
キ
ー
可
児
南
店

(

変
更
後)

ゲ
ン
キ
ー
可
児
店

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所

(

変
更
前)

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
東
陽
二
丁
目
九
七
番
地

(

変
更
後)

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
三
八
字
三
三
番

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
住
所

(

変
更
前)

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
東
陽
二
丁
目
九
七
番
地

(

変
更
後)

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
三
八
字
三
三
番

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
流
通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日
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二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
ン
キ
ー
可
児
店

可
児
市
坂
戸
字
八
幡
前
八
〇
六
番
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
十
時
〜
午
後
九
時

(

変
更
後)

午
前
九
時
〜
午
後
十
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
十
時
〜
午
後
九
時
三
〇
分

(

変
更
後)

午
前
八
時
三
〇
分
〜
午
後
十
時
三
〇
分

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
恵
那
市
営
土
地
改
良
事
業
島
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成

二
十
六
年
一
月
二
十
四
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

精
密
水
準
測
量
及
び
地
盤
沈
下
調
査
水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら

同

二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

大
垣
市
、
羽
島
市
、
羽
島
郡
岐
南
町
、
羽
島
郡
笠
松
町
、
養
老
郡
養
老
町
、
不
破
郡
垂
井
町
及
び

安
八
郡
安
八
町

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
市
場

一
号

大
垣
市
公
設
地
方
卸
売
市
場

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

○
正

誤

(
原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
号
外
五�
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則(
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号)

一
三
頁
上
段
の
表
中｢

鉄
砲
等
行
政
指
導
専
門
職｣

は
、

｢

銃
砲
等
行
政
指
導
専
門
職｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
号
外
二�
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
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正
す
る
規
則

(

岐
阜
県
規
則
第
七
十
九
号)

五
頁
上
段
の
表
中

｢

鉄
砲
等
行
政
指
導
専
門
職｣

は
、

｢
銃
砲
等
行
政
指
導
専
門
職｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


